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第１章 国民健康保険運営協議会 

第１節 諮問及び意見の提出 

（諮問） 

第１条 下野市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）は、下野市国

民健康保険の運営に関する重要事項について市長から諮問があったときは、審議

して答申しなければならない。 

（意見の提出） 

第２条 協議会は、下野市国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、

審議して市長に意見を提出することができる。 

（答申及び意見提出の方法） 

第３条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。 

第２節 会長及び会長の職務を代行する委員 

（選挙） 

第４条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、

有効投票の最多数を得たものを当選人とする。 

２ 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。 

３ 委員中異議がないときは、第１項の選挙に代えて、指名推薦の方法を用いるこ

とができる。 

４ 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠け

るに至った日から３０日以内に会長の選挙を行わなければならない。 

参考資料２ 



（任期） 

第５条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。 

（会長の職務） 

第６条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

第３節 会議 

（会議の開催） 

第７条 協議会は、市長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催す

る。 

（招集） 

第８条 協議会は会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員が

ともに欠けた場合は、市長が招集する。 

２ 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の

請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。 

（議長） 

第９条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行

する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。 

（委員の欠席届） 

第１０条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届

け出なければならない。 

（定足数） 

第１１条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くこと

ができない。 

（表決） 

第１２条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。この場合において、議長は委員として、議決に加わ

ることができない。 

（関係職員等の出席） 

第１３条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明

又は意見を聴くことができる。 



（平１９規則２０・一部改正） 

（会議録） 

第１４条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名そ

の他必要な事項を記載させなければならない。 

２ 会議録には、会長及び協議会において定めた２人以上の委員が署名しなければ

ならない。 

（準用規定） 

第１５条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、

下野市の議会の会議の例による。 

第４節 雑則 

（書記） 

第１６条 協議会に書記をおき、市長が任命する。 

２ 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。 

（委任） 

第１７条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

が別に定める。 


